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業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」

といいます。）としての自己株式処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．本自己株式処分の概要 

（1）払込期日 2026年８月 21日 

（2）処分する株式の種類及び数 当社普通株式 124,241株 

（3）処分価額 １株につき 3,097円 

（4）処分総額 384,774,377円 

（5）処分予定先 2023年度分の本制度を適用された取締役 11名※１     

45,927株 

2023年度分の本制度を適用された執行役員 29名※２    

78,314株 

※１ 社外取締役を除く。退任者５名を含む。 

※２ 取締役を兼務する者を除く。退任者７名を含む。 

 

２．本自己株式処分の目的及び理由 

当社は、2017 年４月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除き、以下「対象

取締役」といいます。）及び取締役を兼務しない執行役員（対象取締役と併せて、以下「対象取締役

等」といいます。）の報酬と中長期的な会社業績及びその株式価値との連動性をさらに高めることに

より、当社の中長期的な企業価値の持続的向上及び株主の皆さまとの利害の共有をより一層促進する

ことを目的として、本制度を導入することを決議し、2017 年６月 22 日開催の第 68 期定時株主総会に

おいて、本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社普通株式の総数は１業績評価期間

当たり 100,000株以内とすること等につき、ご承認をいただいております。なお、対象取締役及び執行

役員を合わせた１業績評価期間あたりの上限交付株式数は、290,000株としております。 

 

今般、当社は、本日開催の取締役会において、2023 年度分の本制度を適用された対象取締役 11 名

（退任者５名を含む。）及び取締役を兼務しない執行役員 29 名（退任者７名を含む。）に対し、本

制度の目的、各対象取締役等の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 384,774,377

円を支給し、それを現物出資させて、当社普通株式 124,241株を処分することを決議いたしました。 

なお、本自己株式処分に係る株式数は 124,241 株であり、当社の発行済株式総数（2026 年３月 31 日

時点。自己株式数を除きます。）に占める割合は 0.03％となります。この希薄化率は軽微であり、処

分の目的及び理由に照らして合理的であると判断しております。 

本制度の概要は以下のとおりです。 

 

＜本制度の概要＞ 

a. 業績連動型株式報酬制度の仕組み 
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1. 対象者 

対象者は、対象取締役等とします。 

2. 交付又は支給する財産 

当社普通株式とします。ただし、当社普通株式の交付前に対象取締役等が死亡又は疾病・障

害などやむを得ない事由として当社が認める事由による辞任により退任した場合は、下記の

とおり当社普通株式に代わり金銭を支給します。 

3. 交付する当社普通株式の数及び支給する金銭の額の算定式 

交付する当社普通株式の数は下記 b.のとおり算定します。ただし、当社普通株式の交付前

に対象取締役等が死亡又は疾病・障害などやむを得ない事由として当社が認める事由による

辞任により退任した場合、支給する金銭の額は下記 d.のとおり算定します。 

4. 業績評価期間 

2023年４月１日から 2026年３月 31日までとします。 

5. 当社普通株式の交付時期及び金銭の支給時期 

当社普通株式の交付は、業績評価期間終了の翌事業年度に行います。ただし、当社普通株式

の交付前に対象取締役等が死亡又は疾病・障害などやむを得ない事由として当社が認める事

由による辞任により退任した場合は、所定の時期までに、金銭を支給します。 

6. 当社普通株式の交付方法及び金銭の支給方法 

対象取締役等に対する当社普通株式の交付は、業績評価期間中の在任を要件として、各業績

評価期間内の各対象取締役等の職務執行の対価として、当該業績評価期間終了の翌事業年度

に金銭報酬債権を付与し、当社が各対象取締役等から当該金銭報酬債権の全部を現物出資財

産として給付を受けることにより、当社普通株式を交付するものです。当社普通株式の交付

は、当社による株式の発行又は自己株式の処分のいずれかの方法によります。ただし、業績

評価期間中に対象取締役等が死亡又は疾病・障害などやむを得ない事由として当社が認める

事由による辞任により退任した場合には、対象取締役等退任後相当期間内に、当社普通株式

の交付に代えて金銭を支給します。 

各対象取締役等に支給する金銭報酬債権の報酬の額は、業績評価期間中に対象取締役等が死

亡又は疾病・障害などやむを得ない事由として当社が認める事由による辞任により退任した

場合を除き、下記 b.に定める個人別交付株式数に１株当たりの払込金額を乗じた金額とし

ます。１株あたりの払込金額は、原則として、当社普通株式の交付を決議する取締役会の開

催日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値等払込期日における当

社普通株式の公正な価格とします。 

b. 交付する当社普通株式の数の算定方法 

以下の方法に基づき、各対象取締役等に交付する当社普通株式の数（以下「個人別交付株式

数」といいます。）を決定します。 

株式による個人別交付株式数（１株未満を切捨て） 

個人別交付株式数 

＝基準交付株式数（注１）×（TSR（配当込みTOPIX対比）評価×25％＋連結ROIC評価×25％

＋有償トンキロ当たりの CO2 排出量評価（注２）×25％＋ESG 銘柄選定数評価（注３）

×25％） 

ただし、対象取締役等に交付される当社普通株式の総数は、１業績評価期間当たり 290,000 株

（うち、対象取締役分は 100,000 株）を上限とします。なお、当該算定方法によって算定され

た個人別交付株式数の総数が、上限交付株式数を超えるおそれがある場合には、上限交付株式

数を超えない範囲で、各対象取締役等に対して交付する株式数を案分比例等の合理的な方法に

より減少させます。 

（注１）基準交付株式数は、役位に従い定める役位別標準額（業績評価期間の当初の事業年度

の役位別標準額）を、業績評価期間の開始日前１か月間の東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値の平均値（１円未満の端数は切り上げ）で除した株式数としま

す。 

（注２）2026 年度より、業績評価指標として「サステナビリティ指標達成数」を設定し、2025

年度まで設定していた「有償トンキロ当たりの CO2 排出量評価」は同指標に包含することと

しましたが、2023 年度分の本制度においては、業績評価期間が 2023 年度から 2025 年度ま

でであることから、従前の「有償トンキロ当たりの CO2 排出量評価」を業績評価指標として

使用します。 
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（注３）2026 年度より、業績評価指標として「生産性向上指標（時間あたり EBIT）」を設定し

ましたが、2023 年度分の本制度においては、業績評価期間が 2023 年度から 2025 年度まで

であることから、従前の「ESG銘柄選定数」を業績評価指標として使用します。 

c. 対象取締役等に異動等が発生した場合の取扱い等について 

業績評価期間中に新たに対象取締役等に就任した場合又は対象取締役等が任期満了により退任

した場合においては、上記 b.に従い算定される個人別株式数に、各業績評価期間の月数に占め

る在任期間に相当する月数（月の途中で就任又は退任があった場合は、当該月を含みます。）

の割合を乗じて得た数（１株未満を切捨て）の当社普通株式を交付いたします。 

このほか、業績評価期間中に対象取締役等が死亡又は疾病・障害などやむを得ない事由として

当社が認める事由による辞任により退任した場合は、退任後相当期間内に、①上記 b.に従い算

定される個人別株式数に、各業績評価期間の月数に占める在任期間に相当する月数（月の途中

で就任又は退任があった場合は、当該月を含みます。）の割合を乗じて得た数（１株未満を切

捨て）に、②個人別交付株式数に付与を決議する取締役会の開催の前営業日における当社普通

株式の１株当たりの公正な価格を乗じた金額の金銭報酬債権を付与し、当該当社普通株式の交

付に代えて、当該金銭報酬債権の額の金銭を支給することといたします。 

d. その他の調整 

業績評価期間中に、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）・併合が

発生する場合には、分割・併合の比率に応じて対象取締役に対する「個人別交付株式数」及び

「上限交付株式数」を調整いたします。また、上記 a.から d.までにかかわらず、予測不可能な

状況が発生した場合、報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議に基づき、支給額を調

整又は不支給とすることができます。 

 

３．払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行わ

れるものであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2026 年７月７日（株式交付

に係る取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 3,097円と

しております。これは、株式交付に係る取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠

できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的な

ものであって、対象取締役等にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。 

 

 

以  上 

 


